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五月晴れの５月２５日（土）、レインボープラン”絆”循環プロジェクト福幸大作戦≪みんなで田植え＆さなぶり

交流会≫が最上川堤防東の福幸ファーム水田で行なわれました。農作業（田植え）を通して避難者の方々と

市民、支援団体の方がふれあいの機会をもつため昔ながらの手植えに挑戦しました。この日植えられた

「さわのはな」は秋に酒米として収穫され、昨年発売と同時に完売し、大好評を得た「復興支援米・甦る」

になります。

７月２０日には「じゃが芋ほり交流会」が企画されています。大勢のみなさんの参加をお待ちしています。

みんなで田植え！（１０時～ 福幸ファーム水田 ）

裸足になって大人も子供も、経験がある人もない人も

一緒になって、昔ながらの手植えを体験しました。約６０

人が参加しました。

田植え終了後、堤防の下でおにぎりときゅうり漬、ミニ

トマト、ジュースなどで和気あいあいの昼食タイム。

楽しかったよ！

さなぶり交流会 （午後５時～ 松竹会館）

田植えの労をねぎらい豊作を願う「さなぶり交流会」
にはたくさんの避難者世帯の方が親子で参加されま
した。また、市民農場の方やボランティア団体の方達
と和やかな交流会になりました。約５０人が参加され
ました。

「はだしで田植え！楽しかったよ☆」たくさんの人達と交流を深めることが出来ました。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

毎月火・金曜日の午前中（１０時～１２時）に中
央児童センターで活動しています。福島から来て
いるお母さんとお子さんのサロンです。お母さんだ
けの参加でもいいですので、のぞいてみてください。

６月の日程

毎週、火、金曜日に開催します。

７月の日程

毎週、火・金曜日に開催します。

（但し、７月２６日～８月２０日の夏休み期間中は、

隣接している老人福祉センターに変更になります。)

７月２６日（金） ： 面接室

７月３０日（火） ： 健康相談室

～あとがき～

長井市の観光目玉「あやめまつり」が開園します。また、まつりのフィナーレとして「長井おどり大パレード」が７月６

日に開催されます。我が長井市社会福祉協議会も参加します。みなさん一緒に踊りませんか！

参加希望者を募っています。お電話で申込んで下さい。お待ちしています。 担当：宮内・手塚

先月５月２５日に実施した「みんなで田植え＆さ
なぶり交流会」には多くの方々にお集まり頂き誠に
ありがとうございました。午前の部の田植えにも夜
の交流会にもそれぞれ６０名以上の方々にお集まり
いただき大盛況のうちに終了する事ができました。

「一人の１００歩より１００人の一歩」が農業の本
質であると感じている私にとって、子供からお年寄
りまで楽しんだこの日一日はとても感慨深いものと
なりました。（特に母子避難で離ればなれの生活を
続ける家庭が一緒になって田植えをしている姿がと
ても印象に残りました。）

今後も農業をベースとした交流事業が予定されて
いますので（近い所では７月２０日（土）午前１０
時より「ジャガイモ掘って芋煮会」を実施予定です。
場所は福幸ファーム第一圃場！）これからも是非、
大勢でご参加くださるようお願いいたします。

畑では定植作業がほぼ終了し、収穫を待つのみと
なりましたが、その間の作業として６月は除草や草
刈り等の圃場管理があるほか、今年から挑戦する
「オーガニックコットン」の栽培が待っています。
こちらでも多くの方の力をお借り出来ればと
思っております。
みなさんよろしくお願いします。

ー 村田 孝 ー

長井市からのお知らせ

児童手当を引き続き受け取るためには、毎年6月に「現

況届」の提出が必要です。

提出がない場合には６月分以降の手当が受けられなく

なりますので、忘れないで提出してください。

○住所が長井市にある方

長井市から現況届の用紙が届きましたら、必要な添付

書類と共に市役所７番窓口まで提出してください。

○住所が避難元にある方

住所地の自治体から現況届の用紙が届きますので、記

入のうえ必要な添付書類と共に忘れずに、住所地の自

治体に提出してください。

福幸ファーム情報
（ＮＰＯ法人レインボープラン市民農場）

ももｷｯｽﾞ＆ママ情報

福島県からのお知らせ

◎内部被ばく検査の無償実施について

福島県から上記内容の書類がすで

届いていると思いますが、検査を受けるには

申込が必要です。申込は６月３日から開始します。検

査日の５日前までに申込をお願いします。

◎借上げ住宅の延長について

このお知らせは山形県から郵送でみなさんのお手元

に届いていると思いますが、借上げ住宅の延長が平成

２７年３月３１日までになりました。（この延長は福島県

からの避難者のみです。）

但し、平成２４年４月２日以降に引越ししてきた人は、

最初の入居日から最長３年間になります。


